
文
部
科
学
省
は
７
月
17
日
、

「
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校

の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
」

を
「
文
部
科
学
省
令
」
（
以

下
、
「
省
令
」
）
と
し
て
告

示
す
る
と
と
も
に
、
「
公
立

学
校
の
教
育
職
員
の
業
務
量

の
適
切
な
管
理
そ
の
他
教
育

職
員
の
服
務
を
監
督
す
る
教

育
委
員
会
が
教
育
職
員
の
健

康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る

た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関

す
る
指
針
」
（
以
下
、
「
指

針
」
）
を
発
出
し
、
「
教
育

職
員
の
休
日
の
『
ま
と
め
取

り
』
に
関
す
る
条
例
・
規
則

案
（
例
）
」
（
以
下
、
「
条

例
・
規
則
案
」
）
を
示
し
ま

し
た
。
こ
の
時
期
に
発
出
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
１
年

単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
」

導
入
の
た
め
の
「
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
表
」
の
通
り
に
、
都
道
府

県
・
政
令
市
９
月
議
会
で
の

条
例
化
と
来
年
４
月
の
法
施

行
を
す
す
め
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
長
期
間
の
休
校

を
経
て
再
開
さ
れ
た
学
校
に

お
い
て
教
職
員
は
、
消
毒
や

清
掃
な
ど
感
染
防
止
の
対
策

に
時
間
を
割
き
つ
つ
、
一
人

ひ
と
り
の
子
ど
も
に
寄
り
添

い
な
が
ら
、
大
幅
な
教
育
課

程
変
更
の
も
と
で
の
授
業
・

教
材
づ
く
り
に
、
日
々
格
闘

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
事
態
の

も
と
で
、
極
め
て
長
時
間
か

つ
過
重
な
勤
務
を
強
い
ら
れ

て
い
ま
す
。
「
今
は
ま
だ
緊

張
し
て
い
る
か
ら
や
っ
て
い

ら
れ
る
が
、
こ
ん
な
状
態
が

長
く
続
い
た
ら
、
身
体
も
心

も
壊
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
」

と
い
う
声
が
上
が
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、

教
職
員
の
勤
務
労
働
条
件
に

関
わ
る
重
大
事
項
に
関
す
る

文
書
を
発
出
す
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
「
火
事
場
泥
棒
」
で

す
。今

、
文
科
省
が
行
う
べ
き

は
、
国
会
審
議
に
お
い
て
多

数
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、

萩
生
田
文
科
大
臣
自
身
、

「
勤
務
時
間
を
縮
減
す
る
も

の
と
は
考
え
て
お
ら
ず
」
と

答
弁
（
２
０
１
９
年
11
月
２

日
・
参
議
院
本
会
議
）
し
た

「
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時

間
制
」
の
導
入
を
い
っ
た
ん

中
止
し
、
緊
急
に
、
教
職
員

の
長
時
間
で
過
重
な
勤
務
を

解
消
す
る
た
め
の
対
策
を
講

じ
る
こ
と
で
す
。

全
教
・
大
教
組
・
泉
北
教

組
は
、
文
科
省
が
こ
の
よ
う

な
教
職
員
の
深
刻
な
実
態
を

顧
み
る
こ
と
な
く
、
制
度
導

入
を
す
す
め
る
た
め
の
文
書

を
発
出
し
た
こ
と
に
強
く
抗

議
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
に

教
職
員
や
ス
タ
ッ
フ
、
教
室

を
増
や
す
な
ど
の
実
効
あ
る

措
置
を
と
る
こ
と
を
強
く
求

め
ま
す
。

№２１７９ 泉北教育 ２０２０年８月３日 （２）

泉 北教 組に加 入し て子ど もと教 育を 守ろう ！

「短い夏休み」がやってきます。「短すぎて

『夏期特休』さえ取れない。」との声も聞きま

すが、休めるときはしっかり休んで、２学期に

備えましょう。

例年通り、「教特法第22条」の「勤務場所を

離れての研修」（「自宅研修」「承認研修」と

呼ばれる）も、教員は可能です。自主研修でしっ

かり学びましょう。

加えて、今年は「新型コロナウイルス感染拡

大防止対策のための、テレワーク（在宅勤務）」

が、教職員に継続されています。学校運営等に

支障のない範囲において、教職員からの申し出

に基づき、校長の認める範囲で実施することが

可能です。

大教組が「病休等、学期間任用の臨時教職員について長期

休業中も任用を継続し、学校現場の過度な負担を解消するこ

と」と要求していたのに対し、府教委は、「学校における働

き改革をすすめる観点から、長期休業中における代替教員等

の措置についても適切に対処していく」と回答しました。

これにより、病休・介護休等代替の臨時教職員が長期休業

中も任用継続がされるようになりました。

大教組は、これまで、代替の臨時教職員が長期休業中、任

用を切られ、定数が減った状態で学校運営をすることで、他

の教職員の業務負担増になっていること、臨時教職員は長期

休業中、無収入になり、生活不安になることを交渉で繰り返

し追及し、改善を迫ってきました。長期休業中も任用が継続

され「学期間雇用」が廃止となることは大きな前進です。

運用は８月１日から。


